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(57)【要約】
【課題】  手術室の作業環境の悪化を招くことなく１つ
のモニタに内視鏡観察画像と遠隔地からの指示情報を統
合して表示する。
【解決手段】  第１のコントローラ２４は、ＣＣＵ２１
の画像出力と第２のコントローラ３２からのトリガー情
報に基づいて作成したカーソル画像を位置情報に従って
合成する。合成画像は、第１のモニタ２２に表示される
ので、手術室５側では１つのモニタ上で内視鏡画像と
（表示装置３３上のカーソル画像と同期して動く）カー
ソル画像を同時に観察できるので、手術室５に複数の観
察モニタを用意して手術室の作業スペースを狭くしてし
まうことがない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  手術を行うための手術室と、遠隔地の手
術支援室とを通信回線で接続して手術に関する情報を交
信する遠隔支援手術システムにおいて、
患者の処置部を撮像し、画像信号を得る撮像装置と、
前記撮像装置から出力される画像信号に基づき、前記処
置部の画像を表示する第１の表示手段と、
前記撮像装置で得られた画像信号を送信するための第１
の送信手段と、
前記第１の送信手段から通信回線を介して前記画像信号
を受信する第１の受信手段と、
前記第１の受信手段で受信された画像信号に基づき、前
記処置部の画像を表示する第２の表示手段と、
前記第２の表示手段に表示された処置部の画像上に位置
を指示するための第１のポインタを表示する処理を行う
ポインタ表示処理手段と、
前記ポインタ表示処理手段で表示される第１のポインタ
が指示する位置を操作するための操作情報を入力する入
力手段と、
前記入力手段で入力された操作情報で操作される前記第
１のポインタの表示位置情報を送信する第２の送信手段
と、
前記第２の送信手段から前記通信回線を介して表示位置
情報を受信する第２の受信手段と、
前記第２の受信手段で受信された表示位置情報に基づ
き、第２のポインタの画像を生成するポインタ画像生成
手段と、
前記撮像装置から出力される前記画像信号に前記ポイン
タ画像生成手段で生成される第２のポインタの画像を重
畳する重畳手段とを具備したことを特徴とする遠隔支援
手術システム。
【請求項２】  前記入力手段のよる前記表示位置情報の
変化に基づき、前記第２の送信手段を制御する送信制御
手段を更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の遠
隔支援手術システム。
【請求項３】  前記表示位置情報の変化に基づき、前記
第２の送信手段を制御する送信制御手段を更に備えたこ
とを特徴とする請求項１に記載の遠隔支援手術システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は遠隔的に手術を支援
する遠隔手術支援システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】通常、手術は手術室の術者が患者に対し
て手術を行うが、例えば手術室の術者が過去に経験の少
ない手術を行うことが必要となる場合には、その手術に
詳しい遠隔地にいる術者（遠隔支援術者）に回線で接続
して、手術中に遠隔支援手術者による切除する部分の指
示等を受けられるように遠隔支援のもとに手術室の術者
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が手術を行うようにすることにより、手術室の患者に対
して適切な手術を行うことができるように支援するシス
テムが考えられる。
【０００３】このように遠隔的に手術を支援する遠隔手
術支援システムの先行技術として特開２０００－２４５
７３８号公報がある。
【０００４】この先行技術では、内視鏡カメラの出力画
像を表示する第１のモニタ手段と、遠隔地からの伝送画
像を表示するための第２のモニタ手段を手術室に用意す
る必要があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】内視鏡下外科手術で
は、多数の器材が手術室に溢れており、そこに新たな器
材が手術室に設置される事は手術環境を悪化させる可能
性があった。一方、術者は内視鏡画像と遠隔地からの画
像の双方を別のモニタで観察する必要があった。内視鏡
下外科手術では、術者の手元方向と観察モニタの設置位
置は必ずしも一致してはおらず、手術に適した配置とは
なっていなかった。ところが、遠隔手術支援では更に別
のモニタがメインの観察モニタ脇に設置され、術者はよ
り不自然な形でモニタを見る必要があった。
【０００６】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、通信回線を介して遠隔地側から手術の指示など
を行う遠隔手術支援において、手術室の作業環境の悪化
を招くことなく１つのモニタに内視鏡観察画像と遠隔地
からの指示情報を統合して表示することのできる遠隔手
術支援システムを提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の遠隔手術支援シ
ステムは、手術を行うための手術室と遠隔地の手術支援
室とを通信回線で接続して手術に関する情報を交信する
遠隔支援手術システムにおいて、患者の処置部を撮像し
画像信号を得る撮像装置と、前記撮像装置から出力され
る画像信号に基づき前記処置部の画像を表示する第１の
表示手段と、前記撮像装置で得られた画像信号を送信す
るための第１の送信手段と、前記第１の送信手段から通
信回線を介して前記画像信号を受信する第１の受信手段
と、前記第１の受信手段で受信された画像信号に基づき
前記処置部の画像を表示する第２の表示手段と  前記第
２の表示手段に表示された処置部の画像上に位置を指示
するための第１のポインタを表示する処理を行うポイン
タ表示処理手段と、前記ポインタ表示処理手段で表示さ
れる第１のポインタが指示する位置を操作するための操
作情報を入力する入力手段と、前記入力手段で入力され
た操作情報で操作される前記第１のポインタの表示位置
情報を送信する第２の送信手段と、前記第２の送信手段
から前記通信回線を介して表示位置情報を受信する第２
の受信手段と、前記第２の受信手段で受信された表示位
置情報に基づき第２のポインタの画像を生成するポイン
タ画像生成手段と、前記撮像装置から出力される前記画
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像信号に前記ポインタ画像生成手段で生成される第２の
ポインタの画像を重畳する重畳手段とを具備して構成さ
れる。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態について述べる。
【０００９】図１ないし図８は本発明の第１の実施の形
態に係わり、図１は遠隔手術支援システムの構成を示す
構成図、図２は図１の遠隔支援装置側の第２のコントロ
ーラの構成を示す構成図、図３は図１の表示装置の表示
画面に表示されるカーソルを説明する第１の図、図４は
図１の表示装置の表示画面に表示されるカーソルを説明
する第２の図、図５は図１の第１のモニタに表示される
カーソルを説明する第１の図、図６は図１の表示装置の
表示画面に表示されるカーソルを説明する第３の図、図
７は図１の第１のモニタに表示されるカーソルを説明す
る第２の図、図８は図１の表示装置の表示画面に表示さ
れるカーソルを説明する第４の図である。
【００１０】本実施の形態は、手術室と遠隔地の遠隔制
御室とを通信回線を介して接続して手術室の術者は遠隔
制御室側からの支援情報の提供を受けて手術を行う遠隔
手術支援システムである。
【００１１】図１に示すように、本発明の第１の実施形
態の遠隔手術支援システム１は、手術装置部２と、この
手術装置部２に対して遠隔地にある遠隔支援装置部３と
がネットワーク回線４で接続して構成されており、手術
装置部２及び遠隔支援装置部３はそれぞれ手術室５と遠
隔制御室（遠隔支援装置室）６に配置されている。
【００１２】手術室５内に配置された手術装置部２は、
患者の体腔内を観察する内視鏡撮像装置１０と、内視鏡
撮像装置１０の観察下で患者に対する治療のための手術
を行う手術装置（手術具）２０とを有する。
【００１３】より具体的には、患者７の例えば腹部には
治療の手術を行う手術具本体８と、この手術具本体８に
よる手術の状態等を観察するための光学式の内視鏡９と
が刺入される。手術具本体８は電気メス等の切開或いは
凝固等の処置等を行う装置であり、この手術具本体８は
コード等を介して手術具本体８に駆動電源を供給し、切
開或いは凝固のモードに応じて出力値の設定を可変設定
する機能を備えた電源部１１と接続され、手術具本体８
と電源部（処置具によっては制御部）１１とで手術具２
０が構成されている。
【００１４】また、内視鏡９は例えば硬質の挿入部１２
を有する硬性内視鏡で、挿入部１２の後端側に設けられ
た接眼部１３には撮像素子として例えば電荷結合素子
（ＣＣＤと略記）１４を内蔵したテレビカメラ１５が装
着されており、内視鏡画像を撮像する手段を形成してい
る。
【００１５】内視鏡９のライトガイドケーブル１６は、
光源装置１７に接続され、光源装置１７内部の図示しな
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いランブの照明光をライトガイドケーブル１６内のライ
トガイド及び内視鏡９内のライトガイドを介して伝送
し、挿入部１２の先端側の照明窓に固定されたライトガ
イド先端面から伝送した照明光を出射し、体腔内蔵器等
の被写体側を照明する。
【００１６】照明窓に隣接する観察窓には図示しない対
物レンズが取り付けられ、被写体の光学像を結像する。
この光学像は挿入部１２内に配置された光学像伝送手段
としての例えばリレーレンズ系により後方側に伝送さ
れ、接眼部１３の図示しない接眼レンズを介して拡大観
察することができる。
【００１７】この接眼部１３に着脱自在に装着されるテ
レビカメラ１５の結像レンズ１８を介してＣＣＤ１４に
伝送された光学像が結像される。このＣＣＤ１４は信号
ケーブル１９を介してカメラコントロールユニット（以
下、ＣＣＵと略記）２１と接続され、ＣＣＤ１４で光電
変換された信号に対して信号処理を行い標準的な映像信
号を生成する内視鏡撮像装置２０を構成している。
【００１８】このＣＣＵ１４からの映像信号は第１のコ
ントローラ２４に出力され、ＣＣＤ１４で撮像した体腔
内臓器及びこれを手術する手術具本体８の先端側等の内
視鏡画像は第１のコントローラ２４を介して第１のモニ
タ２２に表示される。
【００１９】また、ＣＣＵ２１及び電源部１１はこれら
の制御等を行う（第１の）コントローラ２４と接続され
ている。このコントローラ２４は制御の指示入力を行う
例えばタッチパネル２５と患者データの入力等を行う例
えば磁気カードリーダ２６とも接続されている。
【００２０】そして、例えばタッチパネル２５を操作し
てコントローラ２４を介してＣＣＵ２１による色調の変
更等の制御を行うことができるし、手術具本体８の出力
制御等も行うことができる。手術具本体８が例えば電気
メスの場合には電気メスによる切開、凝固等を行う出力
レベルの設定制御を行うことができる。また、処置具２
０が気腹器の場合には設定圧等の値を可変設定制御する
ことができる。
【００２１】また、磁気カードリーダ２６により磁気カ
ードに記録された患者データを読みとり、患者データを
コントローラ２４に入力し、コントローラ２４はＣＣＵ
２１からの内視鏡画像に患者データの重畳を行うように
することもできるようにしている。
【００２２】また、ＣＣＵ２１及び手術室５内に設けた
コントローラ２４は（第１の）信号伝送装置２７と接続
されている。そして、ＣＣＵ２１から出力された内視鏡
画像は、コントローラ２４を介して第１モニタ２２に表
示される。内視鏡画像の映像信号を信号伝送装置２７に
よりＡＴＭ回線などのネットワーク回線４に伝送可能な
信号に変換して該ネットワーク回線４を経て遠隔制御室
６側の（第２の）信号伝送装置２８に伝送することがで
きるようにしている。
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【００２３】また、遠隔制御室６側の信号伝送装置２８
からネットワーク回線４を経て信号伝送装置２７に送ら
れた信号を映像信号に変換し、この信号伝送装置２７に
接続されたコントローラ２４を介して第１モニタ２２に
出力し、信号伝送装置２８側からの画像情報等を内視鏡
画像に重畳して第１モニタ２２に表示できるようにして
いる。
【００２４】また、コントローラ２４からの制御信号或
いは患者データ等を信号伝送装置２７によりネットワー
ク回線４により伝送可能な信号に変換して該ネットワー
ク回線４を経て遠隔制御室６側の信号伝送装饗２８に伝
送することもできる。
【００２５】なお、コントローラ２４には図示しないキ
ーボードやマウス等も接続され、マウスからコントロー
ラ２４を介して信号伝送装置２８側の遠隔手術者側にカ
ーソル位置情報等を送信できるようにしている。
【００２６】一方、遠隔制御室６内の遠隔支援装置３は
信号伝送装置２８に第２モニタ３１が接続されており、
この第２モニタ３１には手術室５側の例えばＣＣＵ２１
から送られた内視鏡画像が表示される。
【００２７】また、この信号伝送装置２８は（第２の）
コントローラ３２と接続され、このコントローラ３２に
は第３モニタとなる表示装置３３が接続されている。ま
た、このコントローラ３２には、例えばタッチバネル、
或いはキーボード３４等の入力手段が接続されている。
また、マウス３５等のポインティングデバイスも接続さ
れている。
【００２８】このコントローラ３２は手術室５側のＣＣ
Ｕ２１から信号伝送装置２７、２８を介して送られる内
視鏡画像を静止画として取り込む（キャプチャする）と
共に、第１のコントローラ２４から信号伝送装置２７、
２８を介して送られる患者情報等が入力され、これらを
スーパーインポーズ等して表示装置３３で表示すると共
に、キーボード３４、マウス３５等の入力手段で例えば
手術室５側の術者に対し、手術する際の指示情報等の支
援情報を提供するために（例えば切除すべき位置のマー
キングによる表示、切除の際に気を付けるべき動脈の位
置等）の表示入力を行う。この表示入力に基づいた位置
にカーソル画像を表示装置３３にオーバレイ表示（内視
鏡画像にカーソル画像を重畳すること）する。
【００２９】また、表示装置３３にオーバレイ表示され
たマーキング画像に関する情報（カーソルの位置情報、
カーソルの向き、カーソルの大きさ、カーソルの色等）
は信号伝送装置２８、２７を介して手術室５内の第１の
コントローラ２４に伝送される。前記第１のコントロー
ラ２４は、前記マーキング画像に関する情報に対応し
て、前記ＣＣＵ２１の画像出力にカーソル画像を所望の
位置に重畳して第１モニタ２２に表示する。
【００３０】そして、手術室５の術者は遠隔支援術者に
よる支援情報が重畳された内視鏡画像を第１モニタ２２
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で観察しながら手術を行うことにより適切な手術を行う
ことができるようにしている。
【００３１】図２はコントローラ３２の構成を示す。こ
のコントローラ３２は制御動作を行う中央演算処理装置
（ＣＰＵと略記）４０、このＣＰＵ４０の動作プログラ
ム及び画像等を格納するハードディスク（ＨＤＤと略
記）４１、画像の一時格納及び作業エリア等に用いられ
るメモリ４２、信号伝送装置２８を介して入出力を行う
入出力インタフェース（Ｉ／Ｏと略記）４３、映像信号
（ビデオ信号）のキャプチャ動作及び重畳表示動作を行
うビデオキャプチャ制御部４４と、例えばキーボード３
４と接続されるキーボードインタフェース（キーボード
Ｉ／Ｆと略記）４５とから構成され、これらはバスを介
して互いに接続されている。
【００３２】第２の信号伝送装置２８からの制御信号等
の通信は、Ｉ／Ｏ４３を介して行われる。このコントロ
ーラ３２の動作ブログラムは、ＨＤＤ４１に格納されて
いる。例えば、手術室５側で、タッチパネル２５等から
手術具２０の動作を制御する設定等を第１のコントロー
ラ２４を介して行うと、その制御内容が信号伝送装置２
７、２８を経てコントローラ３２内のＩ／Ｏ４３からメ
モリ４２等に格納される。また、患者情報も同様にコン
トローラ３２内のＩ／Ｏ４３からメモリ４２等に格納さ
れる。
【００３３】また、ビデオキャプチャ制御部４４は信号
伝送装置２８と接続され、入力されたビデオ信号をＡ／
Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器４６と、ビデオ信号をＤ／Ａ変
換して出力するＤ／Ａ変換器４７とを有する。
【００３４】これらＡ／Ｄ変換器４６及びＤ／Ａ変換器
４７はオーバレイ制御を行うオーバレイ制御部４８と接
続され、このオーバレイ制御部４８は内部にビデオメモ
リを持ちオーバレイ表示の制御及びデータの送受等を行
う制御回路４９に接続されている。また、この制御回路
４９はバスに接続されている。
【００３５】本実施の形態では信号伝送装置２８による
画像通信は、ビデオキャプチャ制御部４４を構成するＡ
／Ｄ変換器４６及びＤ／Ａ変換器４７を介して行われ
る。Ａ／Ｄ変換器４６から入力された映像信号はオーバ
レイ制御部４８で制御回路４９の制御に従って画像変換
される。
【００３６】オーバレイ制御部４８の出力は、Ｄ／Ａ変
換器４７を介して信号伝送装置２８に送信されう。この
信号伝送装置２８とコントローラ３２との通信は、ＨＤ
Ｄ４１に格納されたプログラムに従い、ＣＰＵ４０が制
御する。
【００３７】また、ＨＤＤ４１にはビデオキャプチャ制
御部４４を介して取り込んだ画像を格納することができ
る。また、ＨＤＤ４１に格納された画像は、キーボード
３４からの画像選択により、ＣＰＵ４０はその選択され
た画像の縮小画像（サムネイル画像）をビデオキャプチ
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7
ャ制御部４４側に出力し、オーバレイ制御部４８を介し
て（第１の信号伝送装置２７側から送られた）映像信号
に重畳することもできる。
【００３８】また、Ｄ／Ａ変換器４７からの映像信号は
表示装置３３にも出力され、この表示装置３３には例え
ば図３に示す表示を行うことができるようにしている。
【００３９】この表示装置３３の表示エリア３３ａは、
画面表示エリア５０、サムネイル表示エリア５１、手術
具状態表示エリア５２、患者情報表示エリア５３、コメ
ント表示エリア５４とからなる。
【００４０】サムネイル表示エリア５１は、表示エリア
３３ａのツールバーに表示される画像選択ボタン（図示
略）を操作し、画像ウィンドウを表示し、所望の項目
（患者名、手技名等９を選択することにより、該選択し
た項目に関連する複数の画像を表示するエリアである。
【００４１】画面表示エリア５０には、内視鏡撮像手段
を構成するＣＣＵ２１からの映像信号及び前記サムネイ
ル表示エリア５１から選択された画像が表示される。
【００４２】サムネイル表示エリア５１には第２のコン
トローラ３２に蓄積した画像データの縮小画面や動画、
及びＣＣＵ２１からの内視鏡画像に対応する映像信号を
静止画で縮小した画像（サムネイル画像）が表示され
る。
【００４３】手術具状態表示エリア５２には、第１のコ
ントローラ２４から送信された手術具本体８及びＣＣＵ
２１等の状態が表示されている。
【００４４】患者情報表示エリア５３には、第１のコン
トローラ２４から患者情報が表示される。
【００４５】尚、ネットワーク回線４で画像、音声、信
号を送信する手段としては、ＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｏｕｓ  Ｔｒａｎｓｆｅｒ  Ｍｏｄｅ）やＴＣＰ／Ｉ
Ｐが考えられる。
【００４６】このような構成の本実施の形態の作用を説
明する。図１に示すように、手術装置部２と遠隔支援装
置部３とをＡＴＭなどのネットワーク回線４で接続し、
各電源を投入する。また、第１のコントローラ２４には
磁気カードリーダ２６から患者７の名前等の患者情報を
入力する。
【００４７】内視鏡９をライトガイドケーブル１６を介
して光源装置１７に接続し、照明光が供給されるように
すると共に、内視鏡９の接眼部１３にテレビカメラ１５
を装着しこのテレビカメラ１５の信号ケーブル１９をＣ
ＣＵ２１に接続し、第１のコントローラ２４を介してＣ
ＣＤ１４で撮像された内視鏡画像が第１モニタ２２に表
示されるようにする。
【００４８】また、患者７の腹部にはまず、気腹器を図
示しないトラカールを介して刺入し、腹部内を気腹す
る。そして、内視鏡９の挿入部１２をトラカールを介し
て刺入し、腹部内の患部の画像が第１モニタ２２に表示
されるようにする。
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【００４９】また、患者７の腹部には手術しようとする
電気メス等の手術具本体８をトラカールを介して刺入す
る。
【００５０】第１モニタ２２に表示される内視鏡画像の
色調を変更したい場合には、タッチパネル２５を操作し
て第１のコントローラ２４からＣＣＵ２１に制御信号を
送り、色調を変更することができる。
【００５１】ＣＣＵ２１から第１モニタ２２に出力され
る内視鏡画像の映像信号は、第１の信号伝送装置２７か
ら回線４を介して第２の信号伝送装置２８側に伝送さ
れ、第２モニタ３１に表示される。
【００５２】この映像信号は第２のコントローラ３２に
入力可能に接続されており、遠隔支援術者はこの第２モ
ニタ３１に表示される内視鏡画像において、例えば手術
する際の切除部位を示すに適当な画像となった場合、キ
ーボード３４から取り込み指示を行うことにより、コン
トローラ３２のビデオキャプチャ制御部４４を介してそ
の内視鏡画像（静止画）が取り込まれ、このコントロー
ラ３２に接続された表示装置３３には図３に示すように
画面表示エリア５０には取り込まれた内視鏡画像が表示
される。
【００５３】また、このコントローラ３２には磁気カー
ドリーダ２６による患者情報が第１のコントローラ２４
から信号伝送装置２７、２８を介してそのＩ／Ｏ４３か
ら入力されて、このコントローラ３２内の例えばメモリ
４２等に格納される。そしてその患者情報は表示装置３
３には図３に示すように患者情報表示エリア５３に患者
情報が常時表示される。
【００５４】また、遠隔支援術者は手術室５側から送ら
れた内視鏡画像及び患者情報等を表示装置３３にオーバ
レイ表示して、手術具本体８で患部を切除しようとする
場合の切除すべき位置を静止画状態に設定して、マウス
３５とかキーボード３４等から入力してその静止面上で
マークしたり、その切除する部分の付近に注意すべき動
脈がある場合にはその部分を切除する場合とは異なる色
でマークする等して支援情報の表示を行う。
【００５５】また、例えば電気メスを使用して切開する
場合の出力値と凝固させる場合の出力の設定値等を手術
室５の患者がタッチパネル２５から行う。すると、その
手術具２０に対する出力設定を含む制御内容は第１のコ
ントローラ２４から第２のコントローラ３２のＩ／Ｏ４
３に送られて例えばメモリ４２等に格納されると共に、
図３に示すように手術具状態表示エリア５２には、手術
具２０に対する制御情報（設定情報）が表示される。
【００５６】なお、図３では手術具状態表示エリア５２
には、気腹器の設定情報も表示されている。つまり、複
数の手術具の制御情報を表示できるようにしている。
【００５７】また、手術室５の術者がタッチパネル２５
から電気メスの出力値の変更等の設定を行うと、その変
更された内容が第２のコントローラ３２の１／０４３に
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9
送られ、手術具状態表示エリア５２には更新された内容
が表示される。つまり、手術具２０の制御内容（設定内
容）が殆どリアルタイムで表示装置３３に表示され、遠
隔支援術者は手術具２０の状態を殆どリアルタイムで確
認することができる。
【００５８】また、手術室５の術者から手術する場合に
気づいたコメント等がある場合には、キーボード等から
入力することにより、図３に示すようにコメント表示エ
リア５４にはそのコメントが表示される。
【００５９】このコメントに対し、遠隔支援術者による
回答が望まれる場合にはそれに回答を付けて手術室５側
に送り、手術室５の術者は第１モニタ２２を参照する等
して回答を確認することもできる。
【００６０】また、遠隔支援術者がビデオキャプチャ制
御部４４によりキャプチャした内視鏡画像を記録するこ
とができ、例えばキーボード３４から記録の指示入力を
行うと、ＨＤＤ４１にはその静止画の画像が記録され
る。
【００６１】また、ＨＤＤ４１に蓄積した内視鏡画像を
縮小して図３に示すサムネイル表示エリア５１には表示
選択した縮小画面を表示することができる。
【００６２】また、内視鏡画像以外にも、患者７に対す
るＸ線画像等を第１のコントローラ２４から遠隔支援室
６の第２コントローラ３２に送信して、ＨＤＤ４１に蓄
積した画像の縮小画像も表示することができる。
【００６３】そして、遠隔支援術者はこれらの画像等を
表示装置３３を参照してその患者７に対して手術する場
合に、的確な診断を下すことができ、その診断に沿って
手術する場合の支援情報を手術室５側に提供することが
できる。
【００６４】遠隔支援術者は、表示装置３３を観察しな
がらマウス３５を操作する。マウス３５の操作により、
図３に示すように、表示装置３３にはカーソル画像１０
１が表示される。この時点ではカーソル画像１０１は遠
隔地側のみに表示されており、手術室５側には表示され
ていない。
【００６５】マウス３５の図示しない第１ボタンを操作
すると、表示装置３３には、図４に示すように、カーソ
ル画像１０１とは別に手術室５側にカーソル表示がされ
たことを示す大型のカーソル画像１０２が表示される。
このとき、第２のコントローラ３２から第１のコントロ
ーラ２４へトリガー情報が送信される。トリガー情報は
少なくともカーソル画像１０２の位置情報を含み、形状
情報及び色情報を含めても良い。
【００６６】第１のコントローラ２４は、ＣＣＵ２１の
画像出力と第２のコントローラ３２からのトリガー情報
に基づいて作成したカーソル画像を前記位置情報に従っ
て合成する。前記合成画像は、図５に示すように、第１
のモニタ２２に表示されるので、手術室５側では１つの
モニタ上で内視鏡画像と（表示装置３３上のカーソル画
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像１０２と同期して動く）カーソル画像１０２ａを同時
に観察できるので、手術室５に複数の観察モニタを用意
して手術室の作業スペースを狭くしてしまうことがな
い。
【００６７】また、術者は、１つのモニタだけを観察し
ながら手術をすれば良いので、従来のように、複数のモ
ニタを適宜見分ける必要はない。これにより、手術に専
念することができる。
【００６８】本実施例の形態によれば、手術室５の術者
はただ１つのモニタを観察し、手術すれば良いので、通
常の手術となんら変ることなく、自然に遠隔からの手術
支援を受けながら手術を行うことができる。
【００６９】図６に示すように、カーソル画像１０２が
表示されている間にマウス３５の操作によりカーソル画
像１０２が移動すると、カーソル画像１０２の変位に応
じて逐次カーソル位置情報が第１のコントローラ２４に
送信される。第１のコントローラでは、受信したカーソ
ル位置情報に変化がある場合、図７に示すように、第１
のモニタ２２に出力する合成画像のカーソル画像１０２
ａを逐次更新する。
【００７０】遠隔支援術者がマウス３５の図示しない第
２ボタンを操作すると、第２のコントローラ３２は、第
１のコントローラ２４に第２のトリガー情報を送信す
る。第２のトリガー情報は、カーソル表示を消去するた
めの制御信号を含む。
【００７１】第２のトリガー情報が第２のコントローラ
３２に入力されると、第２のコントローラ３２は第２の
トリガー情報を第１のコントローラ２４に送信するとと
もに、図８に示すように、表示装置３３に表示するカー
ソル画像１０２をカーソル画像１０１に変更する。
【００７２】第１のコントローラ２４は、第２のトリガ
ー情報を受信すると、カーソル画像１０２ａの合成をや
め、第１のモニタ２２には内視鏡画像のみ出力する。
【００７３】なお、本実施の形態では、カーソル画像１
０１とカーソル画像１０２の違いは大きさを変えること
によって表したが、本願は、これに限定されるものでは
なく、色、形状や表示の点滅などによって表しても良
い。また、カーソル画像１０２を表示した際にはカーソ
ル画像１０１を消去するようにしてもよい。
【００７４】なお、光学式の内視鏡９としてはリレーレ
ンズ系で光学像の伝送を行うものに限らず、ファイババ
ンドルで光学像の伝送を行うイメージガイドを採用した
ものでも良い。
【００７５】なお、図示してないが、手術室５の術者の
遠隔制御室６の遠隔支援術者とは音声信号の送受を行う
ことができる。
【００７６】図９ないし図１２は本発明の第２の実施の
形態に係わり、図９は表示装置の表示画面に表示される
カーソルを説明する第１の図、図１０は図９の表示装置
の表示画面に表示されるカーソルを説明する第２の図、
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図１１は図１０の表示装置の表示画面に表示されるカー
ソルに応じて第１のモニタの表示画面に表示されるカー
ソルを説明する第１の図、図１２は図１０の表示装置の
表示画面に表示されるカーソルに応じて第１のモニタの
表示画面に表示されるカーソルを説明する第２の図であ
る。
【００７７】第２の実施の形態は、第１の実施の形態と
ほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の
構成には同じ符号をつけ説明は省略する。
【００７８】図９において、カーソル１１１が表示され
ている。これは、第１の実施の形態のカーソル１０１に
相当し、手術室５側にはカーソルは表示されていない。
ここで、術者がマウス３５の図示しない第１ボタンを操
作すると、図１０に示すように、第２のモニタ３３上に
はカーソル１１２が表示される。カーソル１１２は、カ
ーソル１１１に対して異なる色で表示されており、遠隔
手術者が手術室５側にカーソル表示がされているか否か
を容易に判別できるようにしている。
【００７９】このとき、第１の実施の形態と同様に、図
１１に示すように、第１のモニタ２２には内視鏡画像と
（表示装置３３上のカーソル画像１１２と同期して動
く）カーソル画像１１２ａを同時に表示され、第１のコ
ントローラでは、受信したカーソル位置情報に変化があ
る場合、第１のモニタ２２に出力する合成画像のカーソ
ル画像１０２ａを逐次更新する。
【００８０】遠隔支援術者がマウス３５の図示しない第
２ボタンを操作すると、第２のコントローラ３２は、第
１のコントローラ２４に第２のトリガー情報を送信す
る。第２のトリガー情報は、カーソル表示を消去するた
めの制御信号を含む。
【００８１】第２のトリガー情報が第２のコントローラ
３２に入力されると、第１の実施の形態と同様に、第２
のコントローラ３２は第２のトリガー情報を第１のコン
トローラ２４に送信するとともに、第２のモニタ３３に
表示するカーソル画像１１２をカーソル画像１１１に変
更する。
【００８２】第１のコントローラ２４は、第１の実施の
形態と同様に、第２のトリガー情報を受信すると、カー
ソル画像１１２ａの合成をやめ、第１のモニタ２２には
内視鏡画像のみ出力する。
【００８３】さらに、遠隔手術者がマウス３５の図示し
ない第３ボタンを操作すると、第２のコントローラ３２
から第１のコントローラ２４に新しいカーソルの色情報
を含んだ第３のトリガー情報が送信される。第１のコン
トローラ２４は、図１２に示すように、第３のトリガー
情報に含まれるカーソルの色情報に応じて第１のモニタ
２２に表示されるカーソル画像１１２ａの色を変更す
る。
【００８４】さらに、遠隔手術者がマウス３５の図示し
ない第３ボタンを操作すると、第１のコントローラ２４
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は更にカーソル画像１１２ａの色を変更する。
【００８５】なお、本実施の形態では、マウス３５の示
しない第３ボタンの操作に応じてカーソル画像１１２ａ
の色を変更したが、これに限定するものではなく、カー
ソル画像１１２ａの形状及び明滅の状態を変更しても良
いことはいうまでもない。
【００８６】本実施例の形態によれば、遠隔支援術者が
第１のモニタ２２及び第２のモニタ３３に表示されるカ
ーソル画像１１２ａの特徴を自在に変更できるようにし
たので、内視鏡画像と重ねてカーソル画像１１２ａを表
示する場合に、内視鏡の色や形とカーソル画像１１２ａ
が似通って見分けづらい場合にも、容易にカーソル画像
１１２ａの特徴を変更して見やすく表示することが可能
となる。
【００８７】なお、遠隔支援術者が患者の状態を診断す
るために内視鏡画像の他に、Ｘ線画像等を必要とする場
合、その画像情報を手術室５側のコントローラ２４から
遠隔制御室６側のコントローラ３２（内のＨＤＤ４１）
に転送するようにしても良い。
【００８８】なお、上述の実施の形態において、遠隔支
援術者側からも電気メスの出力値の設定等、手術具に対
する動作制御の入力を行えるようにしても良い。つま
り、遠隔支援術者が設定した方が簡単かつ的確な値に設
定できるような状況では、遠隔支援術者側からキーボー
ド３４或いはタッチパネル等によりコントローラ３２を
介して手術室５側のコントローラ２４に制御信号を送
り、その制御信号で手術具の動作を制御するようにして
も良い。
【００８９】また、上述の各実施の形態においても、第
１モニタ２２にはＣＣＵ２１から出力される内視鏡画像
が表示されると説明したが、コントローラ２４から処置
具の制御内容及び患者情報も入力され、これらが内視鏡
画像にスーパーインポーズ表示できるように良い。
【００９０】なお、上述の各実施の形態では、患者情報
の入力手段を磁気カードリーダ２６を採用しているが、
本発明はこれに限定されるものではなく、ＩＣカード、
光カードなど、他の情報記録媒体でも良い。
【００９１】また、手術具としては、電気メス或いは気
腹器等の他に超音波手術具その他の場合等にも適当でき
る。
【００９２】また、上述した各実施の形態等を部分的等
で組み合わせて構成される実施の形態等も本発明に属す
る。
【００９３】［付記］
（付記項１）  手術室と遠隔地の遠隔制御室とを通信回
線を介して接続して遠隔制御室側と交信して手術を行う
遠隔手術支援システムにおいて、体腔内を撮像する内視
鏡テレビカメラと、内視鏡カメラの画像を遠隔地に伝送
する第１の信号伝送装置と、前記内視鏡テレビカメラと
前記第１の信号伝送装置に接続された第１のコントロー
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ラと、前記第１のコントローラの出力を表示する第１の
表示装置と、前記第１の信号伝送装置の出力を伝送する
通信手段と、前記通信手段を介して伝送された情報を変
換する第２の信号伝送装置と、前記第２の信号伝送装置
の映像、音声またはデータの少なくとも１つを受信する
第２のコントローラと、第２のコントローラの出力を表
示する第２の表示手段と、前記第２のコントローラに接
続され、受信画像にマーキングするための入力手段とを
備え、前記入力手段から第２のコントローラに入力され
た位置情報は、前記第２の信号伝送装置から前記第１の
信号伝送装置を介して第１のコントローラに伝送され、
前記第１のコントローラは、前記内視鏡カメラの内視鏡
画像に、前記位置情報から作成したカーソル画像を重畳
して第１のモニタに出力することを特徴とする遠隔手術
支援システム。
【００９４】（付記項２）  前記第２のコントローラ
は、入力手段から入力された位置情報が所定時間変化が
なかった時に、前記第２の信号伝送装置に位置情報を送
出することを特徴とする付記項１に記載の遠隔手術支援
システム。
【００９５】（付記項３）  前記第１のコントローラ
は、前記第１の信号伝送装置から受信した位置情報が所
定時間変化がなかった時に、前記内視鏡画像にカーソル
画像を重畳することを特徴とする付記項１に記載の遠隔
手術支援システム。
【００９６】（付記項４）  前記第２のコントローラ
は、前記入力手段から位置情報を確定するためのトリガ
ー情報を得、トリガー情報を得た時点のカーソル位置情
報を前記第１のコントローラに送信することを特徴とす
る付記項１に記載の遠隔手術システム。
【００９７】（付記項５）  前記第２のコントローラ
は、前記入力手段から位置情報を確定するためのトリガ
ー情報を得、トリガー情報を得た時点のカーソル位置情
報を前記第１のコントローラに送信し、前記第１のコン
トローラは、前記第２のコントローラから受信したカー
ソル位置情報に基づき前記内視鏡カメラの画像にカーソ
ル画像を重畳することを特徴とする付記項１に記載の遠
隔手術支援システム。
【００９８】（付記項６）  前記第２のコントローラ
は、前記入力手段から位置情報を確定するためのトリガ
ー情報を得、前記第１のコントローラに、前記トリガー
情報を送信することを特徴とする付記項１に記載の遠隔
手術支援システム。
【００９９】（付記項７）  前記第２のコントローラ
は、前記入力手段から位置情報を確定するためのトリガ
ー情報を得、前記第１のコントローラに、前記トリガー
情報を送信し、前記第１のコントローラは、前記第２の
コントローラから受信したトリガー情報を受信した時の
カーソル位置情報に基づいて、前記内視鏡カメラの画像
にカーソル画像を重畳することを特徴とする付記項１に
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記載の遠隔手術支援システム。
【０１００】（付記項８）  前記第２のコントローラ
は、前記入力手段から位置情報を確定するための第１の
トリガー情報を得てから前記入力手段から第２のトリガ
ー情報を受信するまでの間、前記第１のコントローラ
に、前記トリガー情報を送信することを特徴とする付記
項７に記載の遠隔手術支援システム。
【０１０１】（付記項９）  前記第２のコントローラ
は、第１のトリガー情報を受信した時点から第２のトリ
ガー情報を受信するまでの間に前記位置情報が変化した
場合に逐次位置情報を送信することを特徴とする付記項
７に記載の遠隔手術支援システム。
【０１０２】（付記項１０）  前記入力手段は、前記カ
ーソル画像の特徴を変更するための選択信号を前記第２
のコントローラに送信することを特徴とする付記項７に
記載の遠隔手術支援システム。
【０１０３】（付記項１１）  第２のコントローラは、
前記選択信号を第１のコントローラに送信し、前記第１
のコントローラは、選択信号に応じて重畳するカーソル
画像の特徴を変更することを特徴とする付記項１０に記
載の遠隔手術支援システム。
【０１０４】付記項に記載の遠隔手術支援システムは、
手術室と遠隔地の遠隔制御室とを通信回線を介して接続
して遠隔制御室側と交信して手術を行う遠隔手術支援シ
ステムにおいて、体腔内を撮像する内視鏡テレビカメラ
と、内視鏡カメラの画像を遠隔地に伝送する第１の信号
伝送装置と、前記内視鏡テレビカメラと前記第１の信号
伝送装置に接続された第１のコントローラと、前記第１
のコントローラの出力を表示する第１の表示装置と、前
記第１の信号伝送装置の出力を伝送する通信手段と、前
記通信手段を介して伝送された情報を変換する第２の信
号伝送装置と、前記第２の信号伝送装置の映像、音声ま
たはデータの少なくとも１つを受信する第２のコントロ
ーラと、第２のコントローラの出力を表示する第２の表
示手段と、前記第２のコントローラに接続され、受信画
像にマーキングするための入力手段とを備え前記入力手
段から第２のコントローラに入力された位置情報は、前
記第２の信号伝送装置から前記第１の信号伝送装置を介
して第１のコントローラに伝送され、前記第１のコント
ローラは、前記内視鏡カメラの内視鏡画像に、前記位置
情報から作成したカーソル画像を重畳して第１のモニタ
に出力する事により手術室では１つのモニタに内視鏡画
像と遠隔地からのマーキング情報を統合して表示できる
ようにしたので、手術環境を悪化させる事なく良好な視
野のもとで遠隔手術支援を行いやすくする事ができる。
【０１０５】また、前記第２のコントローラは、入力手
段から入力された位置情報が所定時間変化がなかった時
に、前記第２の信号伝送装置に位置情報を送出するよう
にしたので、手術室の内視鏡画像上にマーキングするた
めのカーソルが不用意に移動して視野を妨げる事を防ぐ
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事ができる。
【０１０６】また、前記第１のコントローラは、前記第
１の信号伝送装置から受信した位置情報が所定時間変化
がなかった時に、前記内視鏡画像にカーソル画像を重畳
するようにしたので、手術室の内視鏡画像上にマーキン
グするためのカーソルが不用意に移動して視野を妨げる
事を防ぐ事ができる。
【０１０７】また、前記第２のコントローラは、前記入
力手段から位置情報を確定するためのトリガー情報を
得、トリガー情報を得た時点のカーソル位置情報を前記
第１のコントローラに送信するようにしたので、手術室
の内視鏡画像上にマーキングするためのカーソルが不用
意に移動して視野を妨げる事を防ぐ事ができる。
【０１０８】また、前記第２のコントローラは、前記入
力手段から位置情報を確定するためのトリガー情報を
得、トリガー情報を得た時点のカーソル位置情報を前記
第１のコントローラに送信し、前記第１のコントローラ
は、前記第２のコントローラから受信したカーソル位置
情報に基づき前記内視鏡カメラの画像にカーソル画像を
重畳するようにしたので、手術室の内視鏡画像上にマー
キングするためのカーソルが不用意に移動して視野を妨
げる事を防ぐ事ができる。
【０１０９】また、前記第２のコントローラは、前記入
力手段から位置情報を確定するためのトリガー情報を
得、前記第１のコントローラに、前記トリガー情報を送
信するようにしたので、手術室の内視鏡画像上にマーキ
ングするためのカーソルが不用意に移動して視野を妨げ
る事を防ぐ事ができる。
【０１１０】また、前記第２のコントローラは、前記入
力手段から位置情報を確定するためのトリガー情報を
得、前記第１のコントローラに、前記トリガー情報を送
信し、前記第１のコントローラは、前記第２のコントロ
ーラから受信したトリガー情報を受信した時のカーソル
位置情報に基づいて、前記内視鏡カメラの画像にカーソ
ル画像を重畳するようにしたので、手術室の内視鏡画像
上にマーキングするためのカーソルが不用意に移動して
視野を妨げる事を防ぐ事ができる。
【０１１１】また、前記第２のコントローラは、前記入
力手段から位置情報を確定するための第１のトリガー情
報を得、前記第１のコントローラに、前記第１のトリガ
ー情報を送信し、前記第１のコントローラは、前記第２
のコントローラから受信した第１のトリガー情報を受信
した時の位置情報に基づいて前記内視鏡カメラの画像に
カーソル画像を重畳し、前記第１のコントローラは、前
記入力手段からカーソル画像を消去するための第２のト
リガー情報を受信するまで、位置情報があるたびに位置
情報に応じてカーソル画像の表示位置を変更する事で、
必要な時だけ適切な位置にカーソル画像を表示する事が
できる。
【０１１２】
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【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、通
信回線を介して遠隔地側から手術の指示などを行う遠隔
手術支援において、手術室の作業環境の悪化を招くこと
なく１つのモニタに内視鏡観察画像と遠隔地からの指示
情報を統合して表示することができるという効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る遠隔手術支援
システムの構成を示す構成図
【図２】図１の遠隔支援装置側の第２のコントローラの
構成を示す構成図
【図３】図１の表示装置の表示画面に表示されるカーソ
ルを説明する第１の図
【図４】図１の表示装置の表示画面に表示されるカーソ
ルを説明する第２の図
【図５】図１の第１のモニタに表示されるカーソルを説
明する第１の図
【図６】図１の表示装置の表示画面に表示されるカーソ
ルを説明する第３の図
【図７】図１の第１のモニタに表示されるカーソルを説
明する第２の図
【図８】図１の表示装置の表示画面に表示されるカーソ
ルを説明する第４の図
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る表示装置の表
示画面に表示されるカーソルを説明する第１の図
【図１０】図９の表示装置の表示画面に表示されるカー
ソルを説明する第２の図
【図１１】図１０の表示装置の表示画面に表示されるカ
ーソルに応じて第１のモニタの表示画面に表示されるカ
ーソルを説明する第１の図
【図１２】図１０の表示装置の表示画面に表示されるカ
ーソルに応じて第１のモニタの表示画面に表示されるカ
ーソルを説明する第２の図
【符号の説明】
１…遠隔支援システム
２…手術装置部
３…遠隔支援装置部
４…ネットワーク回線
５…手術室
６…遠隔制御室
７…患者
８…手術具
９…内視鏡
１０…内視鏡撮像装置
１１…手術具制御部
１２…挿入部
１４…ＣＣＤ
１５…テレビカメラ
１７…光源装置
２０…手術具



(10) 特開２００２－３０６５０９

10

17
２１…ＣＣＵ
２２…第１モニタ
２４…（第１の）コントローラ
２５…タッチパネル
２６…磁気カードリーダ
２７…（第１の）信号伝送装置
２８…（第２の）信号伝送装置
３１…第２モニタ
３２…（第２の）コントローラ
３３…表示装置
３４…キーボード
３５…マウス
４０…ＣＰＵ *

18
*４１…ハードディスク（ＨＤＤ）
４３…Ｉ／Ｏ
４４…ビデオキャプチャ制御部
４６…Ａ／Ｄ変換器
４７…Ｄ／Ａ変換器
４８…オーバレイ制御部
４９…制御回路
５０…画像表示エリア
５１…サムネイル表示エリア
５２…手術具状態表示エリア
５３…患者情報表示エリア
５４…コメント表示エリア
１０１、１０２、１０２ａ…カーソル画像

【図１】

【図５】
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【図３】
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【図６】
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摘要(译)

解决的问题：在不使手术室的工作环境恶化的情况下，在一台监视器上
一体地显示来自远方的内窥镜观察图像和指示信息。 第一控制器24将基
于CCU 21的图像输出创建的光标图像与根据位置信息来自第二控制器32
的触发信息进行组合。 由于将合成图像显示在第一监视器22上，因此可
以在手术室5侧的一个监视器上同时观察到内窥镜图像和光标图像（与显
示装置33上的光标图像同步地移动）。 因此，在手术室5中未设置多个
观察监视器，因此手术室中的作业空间不会变窄。
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